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本研究の自的は、 1945年'"'-'2010年の日本において、密警館学教育の科目案の中で

公共図書館以外の舘種の図書館職員の養成科百が検討されてきたかどうか、その内

容はどのようなものであったかを明らかにすることである o そのため、 1945年から

2010年までに作成された図書館学(密警舘情報学)の科自案を幅広く収集し検討し

た。その結果、次のことが明らかになった。これまで、民間部体によって、他館種

の図書館専門職員の養成のための科目案が作成されているが、十分検討されてこな

かった。全舘種の密警館職員の養成のための科目について検討する試みは、 1972年

以後 2006年まで約 35年間行われてこなかった。また、このような科目案が詳細に

検討されたのは 1965年の改善委員会試案のみであった。

l はじめに

(1)研究の背景

公共図警館は、法律上の社会教育施設であり、すべての住民が生涯を通じて、その資料

や情報を活用して学習を行うことができる。図書館には、公共図書館以外に、大学図書館、

学校図書館、専門図書館(以下、他館種図書館という)があり、大学、学校、企業・団体

等に属する人びとが生涯のそれぞれの時期に利用して学習を行うことができる。これらの

図書館は生涯学習において重要な役割を果たしており、一般公開されている場合や公共図

書館と連携している場合には、社会教育施設としての側面を持っと考えられる。

図書館が、求められる役割を果たすには、図書館の運営やサービスを行う専門職員が必

要であり、優れた専門職員を確保するには、適切な養成方法が必要である。しかし、図書

館の専門職員は、公共図書館の司書のみが法律で定められ、他舘種図書館の専門職員は法

律で定められていない。そのため、公共図書館の司書と同じ形での養成は困難である。こ

のことは、他館種図書館の織員を含む図書館職員全体として見た場合、図書館の弱点であ

る。法律の裏づけがないことは、他館種図書館の専門職員の大学における養成にどのよう

な影響を与えているのだろうか。また、それは、公共図書館の奇警の養成にどのような影

響を与えているのだろうか。

これに対して、博物館は、大学、学校、企業・団体所属のものも含めて、すべて社会教

育施設で、博物館法の対象である。博物館の専門職員である学芸員は、大学、学校、企業・

団体所属の博物館の職員も含めて、すべて問ーの資格である。この点に、図書館と博物館

の基本的な性格の相違がある。
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{也舘種図書館の職員を含む図書館職員の養成には、第一に、社会教育施設職員の側面、

第二に、図書館職員の側面、第三に、大学における特定分野の教育の側面の三つの側面が

考えられる。第一の側面は、図書館職員のうち、公共図書館の司撃に関するもので、社会

教育政策の一環として進められ、社会教育行政、公共図書館行政の影響を受けるが、{塩能

種図書館の専門職員には間接的な影響にとどまる。第二の側面は、図番館専門職員の養成

に演する図書館関係の団体や大学による取組であるが、法権の裏づけがないため、民間団

体の取組にとどまる。第三の側面としては、大学基準協会等による新しい学問分野の教育

基準の作成が考えられる。

{也舘種図書館の専門職員の養成について検討するには、この三つの側面について、それ

ぞれ検討する必要があるが、まず、その前段階として、戦後の日本において、他館種密警

館の専門職員の養成のために、どのような団体によって、どのような科告案が考えられて

きたかを明らかにする必要がある。これらの科目案の詳しい内容とその背景となる社会教

育行政、図書館行政、大学行政の動向の分析は次の段階の課題である。

公共図書館の専門的職員である司書の資格は、 1950年制定の図書事態法で定められている。

司書となる資格を得る方法として、大学で密警館に関する科目(以下、修得科目という)

を履修する、司審議習を受講する等の方法が第 5条で定められている。修得科目と単位数

は図書館法施行規員u第 4条で定められている。これまで、可審資格取得のために修得する

科自は 3回改定され、単位数は徐々に増加しているが、 24単{立にとどまり、主に高IJ専攻(非

専攻)として履修するものとなっている。

他舘種図書館の職員に関しては、公共間書館の奇警のように、法律や省、令にもとづく

成は行われていなし 10 しかし、修得科目による奇警の養成だけでは、教育内容が限定され、

他館種図番館の職員の養成は密難である。そのため、民間団体によって、修得科目の内容

を包摂する形で、図書態学(後には図言書館情報学)の教育基準や科目築(以下、科目薬と

いう)が多数作成されてきた。これらの内容は、対象となる大学の種類、単位数、科目の

構成、資格・等級において、きわめて多様である。

図書館学(図書館情報学)教育に関する文献は多数あるが、科呂案を包括的に取り上げ

た文献は少ない。神本光吉は、 1974年に、図書館学教育の科自案を作成機関によって 4種

類に分けて解説している 2)。大学基準協会の図書館学教育基準、文部省の修得科自、日本

図書館協会(以下、日図協という)図書館学教育改善委員会の改善案、日図協図書舘学教育

部会の改善案である。内容は、それぞれの科目案の呂的、科目等の紹介と 1972年の日 E妥協

図書館学教育部会「図書館学教育改善試案j の批判に重点が置かれている。柴田正美は、

1999年に、修得科目、可書課程、教育基準、図書館情報学専攻のカリキュラムについて解

説しているが、科医案の内容の紹介が中心である 3)。根本彰は、 2007年に、戦後の司書養

成科目に関する議論の歴史を整理し、大学基準協会、文部科学省、日図協の科目案につい

て言及しているが、修得科目に関する議論が中心で、日医協の科目案が館種ごとのカリキ

ュラムから構成されていること等を指摘するにとどまっている 4)。以上のように、これま

で、他館種の図書館職員養成の科目案に関する詳しい検討は行われていない。

(2)研究の呂的と方法

本研究の百的は、 1945年"'-'2010年の日本では、図書館学教育の科呂案において、他館種

の図書館職員の養成科目が検討されてきたのかどうか、その内容はどのようなものであっ
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たかを明らかにすることである。これによって、他舘種図書擦の専門職員の養成に関する

これまでの科目案を矢口ることができる。

研究方法としては、文献調査を用いる。 1945年から 2010年までを対象とし、図書館学

の科自案に関する文献を幅広く収集し、次の観点から検討する。

①いつ、どのような機関・思体によって、制定・発表されたか。

②対象となる大学の種類(短大、 4年制大学、大学院)、単{立数(専攻科・露IJ専攻、履修

する単位)、科宮の構成、資格・等級の有無はどのようなものか。科目案の内容はどのよ

うなものか。

③公共図書館職員の養成だけを呂指しているのか。{也様種図番館職員の養成も目指してい

るのか。その内容はどのようなものか。

なお、他館種図書館の専門職員を養成するための科目案は、各館種別区!番館協会等の活

動や館種別図書館職員に関する研究の中で検討されている可能性があるが、それは今後の

研究対象としたい。また、錦見IJの科思案については、今後さらに詳しく検討する。

2.国書館学教育の科白菜

1945'"'-'2010年の 65年間に作成された科目案を、三つの時代に区分して概観する。科目

案は、修得科自に対する対応として作成される傾向が強し 1ため、修得科目の制定・改定を

基準として、時代区分を行った。

(l) 1950年""1967年

図書芸館法制定に先立つ 1949年に大学基準協会から、分科教育基準として 5)、

養成課程基準j が発表された 6) 1950年には修得科目が文部省令で定められた。大学基準

協会は 1954年に、 f図番館員養成課程基準j を改定して、 rs塁審館学教育基準J7lを

した。 1965年に日図協図番館学教育改善委員会が f図響館学教育改善試案JH) を発表した

(以下、改善委員会試案という)。

(2) 1968年-.;1996年

1968年に修得科目の 1回目の改定が行われた。 1972年に日図協図書館学教育部会図書館

学教育基準委員会が「図書館学教育改善試案J9)を発表した(以下、教育部会試案という)。

1977年に大学基準協会が「図書館・情報学教育基準Jω を発表した。 1982年に大学基準

協会が f図書館学・情報学教育基準Jを改定し、 f図書館・情報学教育に関する基準および

その実施方法J-11) ;を発表した。

(3) 1997年~

1997年に修得科目の 2回目の改定が行われた。 2003'"'-'2006年に日本図書館情報学会が

「情報専門職の養成に向けた図書館情報学教育体制の再構築に関する総合的研究jを行い、

2006年に「図書館情報学カリキュラム案j を発表した(以下iカリキ案という )02009年

に、大学で履修すべき図書館に関する科目の制定(修得科目の 3回目の改定に当たる)が

行われた。

(4)まとめ

第 1表は、これまでに発表された科目案を年代)1演に整理したものである。 65年間に 11

件あり、平均して、約 6年に 1件の割合である。
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発表年 名称 作成機関ー団体

1949年 密書館員養成課程基準 大学基準滋会

1950年 修得科§ 文部省

1954年 密書館学教育基準 大学基準滋会

1965年 図書麓学教膏改善怠業 a盟協密書館学教育改善委員会

1968年 修得科自 文部省

1972年 国司書室宮学教育改善誤業 8臨滋盟書館学教禽部会

1977年 国書館学・情報学教膏基準 大学J基準滋会

1982年 臨書館・情報学教育に拠する基準およびその実施方法 大学基準協会

1996年 修得科邑 文部科学省

2006年 題著書舘情報学カリキュラムヨE B本臨書館情報学会

2009年 修得科呂 文部科学雀

第 i表科目案一覧(年代j碩)

科目案を制定・発表した機関・団体は、①文部科学省(!日文部省)、②大学基準協会、③

日図協委員会・部会、④日本図番館静報学会の 4つに分かれる。第 2表は、それを作成機

関・団体男!Jに整理し、名称、科目名・内容の有無-を示したものである。すべての科目薬で

一定の科百名が示されているc

作成機翻‘団体 発表年 名称 単位数 終f3内務

1950年 修得科呂 15 なし

文悲喜省・ 1968年 務得科目 19 なし

文部科学省 1996年 修得科目 20 有

2009年 修得科呂 24 有

1949年 図書館員養成課程基準 20 なし

1954年 図書館学教育基準 38 なし

大学基準也会
1977年 図3書館学・情報学教育基準 38 なし

1982年 図書館・情報学教育に関する基準およびその実施方法 38 なし

1965年 図書館学教膏改善説案 20~38 革Z
日図i畠

1972年 図書館学教育改善試薬 22~38 なし

a本図書館情報学会 2006年 図書館情報学カリキュラム案 なし 手専

第 2表科呂案一覧(作成機関別)

以下の 3.-.....4章では、制定機関・自体男IJに科目案について分析し、それぞれの特徴を明ら

かにする。

3. 文部科学省による修得科呂の改定

(1)修得科目の制定(1950)
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1950年に密書館法が制定され、これに基づき、前審議習のための科目が文部省令により

制定された。 4年制大学と短期大学を対象としている。 必修科 1311単位、選択科目 4単位、

合計 15単位からなる。公共図書鎮の専門職員の資格である司蓄養成のための科目である。

単位数から、主に司書課程を想定していると考えられる。

(2)修得科患の改定(1968)

1968年に第 l田昌の改定が行われた。必、蔭科目 15単位、選択科目 4単位、合計 19単位

からなる。必修科臣が 4単位増加し、合計で 4単{立増加している。その他の点については

同様である。

(3)修得科自の改定 (1996)

1996年に 2由自の改定が行われた。必修科目 18単位、選択科目 2単位、合計 20単位か

らなる。必修科目が 3単位増加し、選択科自が 2単{立減少し、合計で l単位増加している。

その他の点については同様である。

(4)修得科白の改定 (2009)

2008年に図書館法が改正され、大学で履修すべき図番館iこ関する科目を文部科学省令で

定めることになった。 2009年に文部科学省令が改正され、図番館に関する科目が制定され

た。これは 3@]自の改定に当たる。必修科目 22単位、選択科目 2単位、合言十 24単位から

なる。必修科自が 4単位増加し、合計で 4単位増加している。司警課程を?想定している点

では向じである。

(5)まとめ

4つの修得科目には次の特徴がある。

第一に、当然ではあるが、aQ書館法に定められてし、る公共図警舘職良養成のための科 s
である。したがって、科目名に他館種図番館の名称が含まれる科目、たとえば、 f

館捻Jなどの科自は設けられていない。

第二に、 1950年以後、約 60年にわたって継続して検討されている。改定の間隔は、 1950

"-'68年が 18年、 1968"-'96年が 28年、 1996"'2009年が 13年である。全般的に長期間で、

特に 1968"'96年の 28年は長いが、 2009年の改定は比較的短期間で行われている。

第三に、履修が必要な単位数は、 15→19→20→24、と改定の度に増加し、最初と比べて

合計 9単位増加している。内容の点でも、時代のニーズ、に合わせて、科白が新設され充実

が図られている。しかし、上記の単位数から明らかなように、いずれも、主に大学の学部

の司書課程における司書養成を想定している。

第四に、司書・司書補の資格には変化がなく、司書資格は、等級のない一段階の資格で

ある。

4. その他の科呂案の概要

(1)大学基準協会の教育基準

大学基準協会は、新しい学問分野における大学教育の基準を作成することを任務として

おり、その観点から教育基準を制定している。

1)図書館員養成課程基準 (1949)

4年制大学の 4年あるいは 3年"'4年で履修できると明記されている。履修が必要な単位

数は、必修科目では 20単位以上である。科目は例示で、分類されていない。選択科目は、
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12科自挙げられているが、科邑名のみが示され、選択科目全体及び各科目の単位数は示さ

れていなし¥。そのため、農諺が必要な全体の単位数は示されていない。公共図撃事館だけで

なく、 f也舘議図書館のための科目として、選択科目に f大学図書館管理法J、f学校図書館j、

f特殊図書館の諸問題j の 3科邑が設けられているが、 3科毘の名称に統一性が見られな

い。多様な鐘種の図書館職員養成をめざしている。

2)図書館学教育基準 (1954)

「備考j に図書館学科での教育を対象とすることが明記されている。専門科目は、基礎

部門、資料部門、整理部門、管理部門の 4部門に分類されており、履修が必要な単柱数は

38単位以上である。全体の構成は明穫になり、各部門の単位数は示されているが、科目名

は例示で、各科目の単位数は示されていない。 rあらゆる図書館の機能達成j を明示して、

全館種の図書館職員養成を想定しているが、「学校図警宣言jのような館種名を含む名称の科

目は設けられていない。

3)図書館・情報学教膏基準 (1977)

図書館学は図書館・ 1警報学(後には図書芸館情報学)へ発展すると考えられたため、

舘学教育基準j が根本的に改定されて、 f思惑館・情報学教育基準j となった。

報学部及び学科の教育基準であることが明記され、 1979年に関学した図警鐘情報大学では、

この基準を典拠としている。専門科目は、 f悶番館学教育基準jの部門編成に近い形の基礎

部門、メディア・手Ij局部門、情報組織部門、情報システム部門の 4部門からなり、合計 38

単位以上を履修する。各部門の単{立数は示されているが、科目名は例示で、各科目の

数は示されていないG

図書館構報学は、密警館学と情報学を合体融合するもので、科目名に「情報j という用

語を含む科目が増えている。 f基準j では、図書館の館種については全く首及しておらず、

必諺科目には各館種の密警鐘に関する科目はない。基準案を作成した閣議件付品はん叩r村山叫

員会の報告では、この基準の目的は、「図書館・情報学に関する学理および技術を教授し、

合わせてその応用能力を展開させることJであり、図書館職員の養成については言及して

いない。ただし、「情報システム部門j では、 f館種目jの諸問題に関する科目(例えば f公

共図書館論Jr研究図書館論j 等)も必要に応じて設けることができるJ12) とされている。

4)図書館・情報学教育に関する基準およびその実施方法 (1982)

「図書館・情報学教育基準j の表現を整理したもので、基本的性格は向じである 0

5)まとめ

4つの教育基準には次のような特徴がある。

第一に、大学の司書課程ではなく、 4年制大学の図書館学部(または図書館・情報学部)

・学科を想定しており、履修が必要な単位数は 38単位以上である。

第二に、他館種の図書館職員に関する法律上の資格は存在しないため、資格には言及し

ておらず、法改正等にも言及していない。

第三に、 1950年前後の図書館学教育、 1970年代後半------1980年代前半の図書館・情報学

教育の二つのグ、ノレーフ。に分かれる。これは、新しい学問分野における大学教育の基準を作

成するためであるから、ある特定の時期に作成されるにとどまる。

第四に、図書館学教育の基準では、公共図書館だけでなく、全館種の図書館職員の養成

をめぎしているが、館種別の科目が設けられているのは「図書館員養成課程基準J(1949) 
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だけである。図書館・構報学教育の基準では、教育内容の性格がかなり大きく変わり、館

種別の科患は必要に応じて設けるものとなっている。

(2)日毘協関係の誤案

1)改善委員会試案(1965) 

自図協は、 1963年に、図書館職員養成の望ましいあり方を示すために、図書館学教育改

善委員会(委員長:深Jllt亘喜自国議図書舘学教育部会長)を設置した。公共顕著菱銀だけで

なく、大学、特殊専門、学校密書館の職員養成をめざし、公共図番館、大学図番館、特殊

専門図書館、学校図書館の 4つの小委員会を設けた。それぞれ、主要な大学教員と図番館

管理職合計 7人"-'9人から構成されている。改善委員会は、 1964年 6月に、「函番館学改善

委員会(小委員会)中間報告第一次中間報告)を発表し、 1965年 3月に、第 1次中間

報告に対するアンケート鶏査の結果である「図書館学教育改善委員会第二次中間報告j を

発表した。 6月に、 f図書館学教育改善試案j を含む『図審髄学教育改善委員会報告Jl13l 

を刊行し、 9月に、『図書館雑誌jに[図番館学教育改善試薬j を発表した。

この試案では、 4年制大学と短期大学を対象に、 rl2Q欝館学科Jを中心とし、

の課程j 等も想定している。吉]審課程で教えるコアとなる共通的科自(必移科目 20単位)

が定められ、そのよに、 f公共図書館専門職員の養成に必要な図書館学教育の課程jをはじ

めとし、大学図書館、専門密警鐘、学校区i警:館を含む 4つの「課程j の案が作成されてい

る。コアとなる必修科医 20単位を中心に適宜科目を加えて開講することを提案している。

4つの課程は、それぞれ、 rA 必修科呂、 E 選択科目、 C 関連科呂、 D その{也、iの4

種類に分かれており、 rA必修科白 j の中は部門知jに分かれている。公共図響額では、l.

基礎部門 (2科目)、 2. 経営・管理部門 (2科目、 3. 奉仕部門 (2科刻、 4 資料部門 (5

科目、 5. 整理部門 (2科呂〉の 5部門に分かれている。必修科目の部門及びその他の種

類ごとに複数の科目を挙げ、その単位数と数行の内容説明を付している。館種によっ

なるが、関連科目やその他の項目でも、さまざまな科目が挙げられている。

種類男IJの単位数は下記のとおりである。

-公共図書館

必修科自 30単位、選択科目 6単位 関連科目 28単位、その他

.大学図書館

必修科目 30単位、選択科目 8単位、 関連科目、その他

・特殊専門図書館

必修科目 38単位、選択科目 10単位 関連科呂、その他

.学校図書館

必修科目 14'"'"'20単位、選択科目 6単位、関連科目、その他

この案では、「公共図書館管理論Jr大学図書館管理論Jr専門図書館概論jの科自が設けら

れているだけでなく、館種別の履修コースが設けられており、他の科目案と比べて、はる

かに詳細である。ただし、 f学校図書館学概論Jr学校図書館資料論Jr学校図書館資料組織

論J等を設けた学校図書館以外では、名称に館種名を含む科目は上記の 3科自のみである。

なお、報告書には、 rD 現在の図書館学教育に演する具体的提言j があり、多様な事項

目項目の提言を行っている。この中で注目されるのは、 r(3)大学基準協会の「図書館学j

に関するこつの基準は、この改善計画に従って、改訂されることJr (4)文部省の大学設置
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審議会における各学部の教育基準にあわせて、国書館学教育基準をも審議されるよう推進

すること。その際、本試案が参考とされることが期待されるjとあり、大学の教育基準の制

定に対して期待を持っていたことがわかる。

2)教斉部会試案 (972)

日函協億人会員の図書館学教員からなる日図協図書館学教育部会の密警館学教育基準委

員会は、 1972年に「国番館学教育改善試案j を発表した。名称は 1965年の改善委員会試

案と向ーである。

主に 4年制大学の図書館学科(専攻)における図書館職員養成を想定しているが、司蓄課

程も存続している。大学院、短期大学では、特定の等級の職員を養成する。 4年制大学に

は、図書館学教育基準と奇警課程基準があり、図書館学教育基準では、基礎部門、資料部

門、資料組織部門、奉仕部門、経営管理部門の 5部門に分けて、それぞれの単位数を示し、

科自名を例示しているが、各科目の単位数や内容説明は示されていない。履修が必要な単

位数は、密書館学教育基準では 38単位以上、奇警課程基準では 22単位以上である。

他の科昌案と根本的に異なる点は、末尾に「司番資格Jr可警教諭資格j の項目があり、

等級男Ijの資格を提案していることである。 f司警資格j は、大学説卒(専門司撃事)、 4年需IJ

大学図書館学科卒(普通司警 l級)、司書課怠(普通否}議事2級) 短大の司番課程(潟

の4段階からなり、それぞれに必要な専門科自名と単位数を示している Q これは、司

格の全面的な改訂であり、密警館法や学校図番館法の根本的な改lEが必要になる。解説で

は、図書館法、学校密警館法に規定されている「司響、司書捕、司書教諭の資格のあり方

をも検討することが婆諮されるj とあるが、法改正の具体的な方針は示されていなし 10

全館種の図書館職員養成を呂指しているが、他銭種図書芸館の名称、を含む科聞は、 r(5)経

営管理部門Jで、 f公共図番館論J r学校~警館J r大学図書事館Jr専門[}g]番館j の 4科自が

伊j示されているのみである。専門科自の履修については、 f公共ー学校・大学・

情報管理などのコースを設定することが望まししリと述べている。

3)まとめ

2つの試案には次のような特徴がある。

第一に、図書館学科が中心で、司書課程よりも高いレベノレを想定しているが、短期大学

や奇書課程も対象としている。改善委員会試案では、開講の範囲を大学に任せているが、

教育部会試案では、大学の種類や履修単位数による 4つの等級からなる資格を設定し、そ

れに必要な科目を定めている。

第二に、改善委員会試案では、この内容を大学基準協会の教育基準に反映させることを

めざして、図書館法の改正には言及していなし、。教育部会試案では、図書館学教育の改善

にとどまらず、奇書資格の全面的な改訂、図書館法、学校図書館法の検討を提案している

が、法改正の詳細は検討されておらず、その方針も示されていなし 10

第三に、 1965年と 1972年に発表されたが、教育部会試案に対して、日図協の他の委員

会や一部の図書館職員等から強し¥批判があり、そのため、日図協図書館学教育部会は、そ

の後、この種の科目案を検討していない。

(3)日本図書館情報学会「図書館情報学カリキュラム案J(2006) 

日本図書館情報学会会員である図書館靖報学教員のグ、ノレーフ。が、 2003""'-'2006年に行った

f情報専門職の養成に向けた図書館情報学教育体制の再構築に関する総合的研究J(略称:
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LIPER) の一環として、 2006年に発表された。

基本的に大学院での養成をめざしていると考えられる。当面{土、 {l套得科目を学部学習の

共通するコア領域とし、大学院では、情報専門職(公共図書館)、向(大学図審査室)、 i司(学

校)の 3種類の専門職員の養成をめざす履修コースを設け、館種ごとに専門的な科自 5'"'""'6

科自を設けている。専門図書館職員は構報専門職の対象となっていないが、医学医療情報、

法律情報等の「侶完IJ情報領域j が設けられている。科目内容の務単な説明が示されている

が、単位数は示されていない。

科目名に館種名が含まれる科呂としては、「公共図警館メデ、イア論Jr公共函番館経営論j

がある。科目名には、公共図書銭関係では「地域j、大学図書館関係、では f学術情報j

等教育j、学校関係では、「学習Ji学校教育j が用いられている。

5.考察

(1)制定機関と検討内容‘織間

文部科学省は、修得科目について長期的に検討を重ねてきているが、これは、図書二館法

に基づく公共図書館職員の養成に限定されている。図書競学教育全般や公共図書館以外の

舘撞の図書館綴員の養成のための科告について、長期的に検討を重ねている機関はない。

このような試みは、 1972年以後 2006年まで、約 35年間にわたって行われ、ていない。

(2)養成機関と必要単位数

修得科自の単位数は、改定の度に増加し、最終的に 5単位増加して、 24単{立になったが、

依然として、主に司警課程での語IJ専攻を想定している。大学基準協会と日図協による 6つ

の教育基準は、密警館学科を想、定し、必要単佼数は、大部分は 38単位で、 {I警得科目よりも

増加している。これは、専攻科となるために内容の充実を図ったものである o 38単位は図

書館情報学教育の単位数の一つの基準となっている。

(3)科患の制度化の方法

改善委員会試案では、大学基準協会等の教育基準への反映をめざしたが、教育部会試案

では、司書資格、奇書教諭資格の全話的な改定を提案して、図書館法の検討を求めている。

教育部会試案の最大の特徴は、科自案に関する議論を司書制度に関する議論と結び付けて

いることである。

(4)他館種図書館職員の養成のための科目案のレベル

文部科学省以外の 2つの団体、大学基準協会と日図協による科目案では、図書館惜報学

の教育全般または全館種の図書館職員の養成がめざされているが、他館種の図書館職員の

養成に関する関心のレベルは大きく異なる。最も重視しているのは改善委員会試案で、そ

れに次ぐのがカジキ案である。それ以外の科目案は比較的簡単なものである。カリキ案で、

この点が取り上げられたのは、他舘種図書館職員の養成の必要性に注呂したものと考えら

れる。

修得科呂以外の科目案について、 f也館種の図書館職員養成のための科目内容の観点から

検討すると、館種別の図書舘職員を養成するためのコースを設けている科目案と、コース

を設けていない科目案とに分類できる。コースを設けている科目案には、改善委員会試案、

カジキ案があり、コースを設けていない科自案には、図書館員養成課程基準、図書館学教

育基準 教育部会試案、図書館・情報学教育基準がある。前者は、全舘種に共通する科目
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と、その上に設けられている館種別のコースの科吾を修得することによって、それぞれの

館種の図書館職員が養成できる構成になっている。コースには、それぞれ館種別に専門的

な科呂が設けられている。後者は、ほとんどの科呂が全館種の図番館職員の養成のための

科毘となっている。舘種名を含んだ科自の例示がある場合とない場合がある。

最も詳しい内容が示されたのは改善委員会試案である。これと比べると、教育部会試案

やカジキ案の提案は概要にとどまっている。 1965年のものであるが、詳しさの点では、改

善委員会報告が最も優れている。

(5)結論

これまで、{也館種図書事館の専門職員の養成のための科呂案は十分検討されてこなかった。

全館種の図警館職員の養成のための科毘について検討する試みは、 1972年以後、 2006年ま

で約 35年間行われてこなかった。また、このための科目案が詳細に検討されたのは、 1965

年の改善委員会試案で、あった。

このような科呂案は、図番館関係者、とりわけ図番館学教育関係者が、各館犠の[AJ

職員と協力して検討する必要があった。なぜ、この課題に十分に取り総むことができなか

ったのか、日図協や日図協図番館学教育部会の歴史の検討が必要である。

今後は、今回は行えなかった各科呂案の検討の背長、検討過程、各科目案lこ対する評価

と実現のための取組等について検討を進めたい。

注記・引用文献

1)上回修一、根本彰「情報専門職の養成に向けた図書館情報学教育体制の再矯築に関す

る総合的研究(最終報告書)J (W 日本図言書館情報学会誌~ 52 (2)、pp.101<~128 、 2006)

2)神本光吉 f図書館学教育論J((i法政大学文学部紀要Jl00. 19月IJ冊、 pp.1 ~51 、 1974)

3) 図書館構報学ノ¥ンドブック編集委員会『図書館情報学ノ¥ンドブックJ丸務、 1999、

pp. 135-137 (柴田正美執筆)

4)根本彰 f(i司書講習等の改善に関することについて(報告)~ (1967) の解説J ((i日本図

書館情報学会誌~ 53 (3)、pp.172-182、2007)

5)大学基準協会年史編さん室編『大学基準協会 55年史 通史編』財団法人大学基準協会、

2005、p.204-242

6) 日本図書館協会『図書館関係法規基準集J日本図書館協会、 1962、p.115-116

7)前掲 5)p. 115 

8) 日本図書館協会図書館学教育改善委員会「図書館学教育改善試案J((í図書館雑誌~59 (9)、

pp.26-31、1965)

9) 日本図書館協会図書館学教育部会図書館学教育基準委員会「図書館学教育改善試案」

((í図書館雑誌~ 66 (6)、pp.30-34、1972)

10) f図書館・情報学教育基準J ((í会報~ (財団法人大学基準協会)no.35、pp.68-69、

1977) 

11)日本図書館協会『図書館関係法規基準集』日本図書館協会、 1983、p.209-210

12)沢本孝久「図書館学教育研究委員会報告J ((í会報~ (財団法人大学基準協会)no.35、

pp.41-49、1977)p.47 

13) 宮本図書館協会編『図書館学教育改善委員会報告』日本図書舘協会、 1965、23p

132-


	001
	002
	003
	004
	005
	006
	007
	008
	009
	010

